
Ⅰ 食品衛生法の概要 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

（第１～４条） 

食品及び添加物の規格・基準、販売禁止食品等についての規定 第２章  
食品及び添加物 

（第５～１４条） 

食品を取扱う器具及び容器包装についての規定 

器具・容器包装の規格・基準 

基準外の器具・容器包装等の販売禁止 

第３章  
器具及び容器包装 

（第１５～１８条） 

食品添加物の基準・規格を収載する公定書についての規定 第５章  
食品添加物公定書 

（第２１条） 

第６章  
監視指導指針及び計画 

監視指導の指針及び計画を定めることについての規定 

（第２２～２４条） 

各種検査等についての規定 第７章 検査 

（第２５～３０条） 
検査命令 … 法違反の疑いがある食品について、検査を受けることを命令 

食品・添加物の規格・基準

有害食品等の販売禁止 … 腐敗、変敗、未熟、有毒物質含有、病原微

生物汚染、不潔、異物混入等により健康に害のある食品の禁止。 

ポジティブリストによる残留農薬の基準  

規格・基準違反食品、指定外添加物の販売禁止 

食品の表示及び広告についての規定 

虚偽表示等の禁止 … 公衆衛生の危害等のある虚偽表示等の禁止

表示の基準 

第４章  
表示及び広告 

（第１９～２０条） 

第８章 登録検査機関 

（第３１～４７条） 

登録検査機関についての規定 

第９章 営業 

（第４８～５６条） 

食品に関する各種営業についての規定 

有毒、有害物質の混入防止措置基準 … 営業施設内外の清潔保持等につ

いて条例で定める。（管理運営基準） 

行政処分

許可の取消し … 違反者の許可取消し・営業の禁停止 

営業施設の基準 … 施設構造・設備等の基準は条例で定める（施設基準） 

第１０章 雑則 その他の事項についての規定 

（第５７～７０条） 
違反者の公表 … 食品衛生危害防止のため、違反者の名称等を公表 

第１１章 罰則 法違反者に対する罰則についての規定 

 
罰則 …最大３年以下の懲役、３００万円以下（法人は１億円以下）の罰金。

      （法違反の種類によってランクあり） 

臨検検査・収去 … ①営業施設の立入調査 ②検査用に食品等の無償収去

法の目的、国･地方自治体･事業者の責務等についての規定 

（第７１～７９条） 

参考資料 １

廃棄処分・危害除去命令…①違反食品の廃棄処分命令  

②虚偽表示等の危害除去命令



Ⅱ 北海道食品衛生法施行条例  Ⅲ 札幌市食品衛生法施行条例 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   

 

 
 

Ⅳ 食品安全基本法の概要 

 第２２ 

第１条 趣旨 

 

 

 

 

 
      

第３条 手数料 

第１条 趣旨 

第２条 公衆衛生上構ずべき措置に関する基準 

     （管理運営基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第４条 基準の特例 

１ 基本理念（第３条～５条） 

 

４ 食品安全委員会の設置（第２２条～３８条） 

第３条 営業施設の基準 
※食品衛生法５１条に基づく施設基準

○施設の位置・構造  
○床、壁、天井、採光及び換気 
○防そ、防虫設備   
○洗浄設備等 
○設備の数、大きさ、構造及び材質 
○移動し難い設備の配置 
○器具の保管設備    
○計器 
○原材料の保管設備 
○給水設備    
○排水設備 
○廃棄物処理及び便所 

第２条 営業者の遵守すべき基準 

※食品衛生法５０条に基づく管理運営基準
 ○管理運営要領及び手順書 

○従事者に係る衛生管理 
○施設の管理 
○食品取扱設備等の管理 
○給水、排水及び廃棄物処理の管理 
○食品等の取り扱い 
○食品の自主検査 

※施設基準については、北海道条例を適用。

① 国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に、必要な措置を実施（第３条） 
② 食品供給行程の各段階において、安全性を確保 （第４条） 
③ 国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき、必要な措置を実施（第５条） 

２ 関係者の責務・役割（第６条～９条） 

 [国及び地方公共団体の責務]（第６～７条） 
・適切な役割分担の下、食品の安全性の確保に関する施策を策定・実施 

[食品関連事業者の責務]（第８条） 
・食品の安全性の確保について、第一義的な責任を有することを認識し、必要な措置を適切に実施 
・正確かつ適切な情報提供に努める 
・国または地方自治体等が実施する施策に協力 

[消費者の役割]（第９条） 

・知識と理解を深めるとともに、施策について意見を表明するように努める 

３ 施策策定の基本方針（第１１条～２１条） 

 リスク分析手法の導入 
○リスク評価（食品健康影響評価）の実施  
○リスク評価の結果に基づく施策の策定 
○リスクコミュニケーションの促進 

○緊急の事態への対処等 ○試験研究の体制整備等 

○関係行政機関の相互の密接な連携  

○国の内外の情報収集等 ○表示制度の適切な運用の確保

措置の実施に関する基本的事項の策定 

※ 道条例第３条（施設基準）及び市条例第２条（管理

運営基準）に違反した者は、食品衛生法に基づく行政

処分や罰則（施設基準のみ）の対象となる。 

各自治体の「食の安全・安心推進条例」は、食品安全基本法の基本理念にのっとり、 

具体的な取組内容等を規定したものとして位置づけられるのが一般的。 


